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奈良県公の施設指定管理者運営評価委員会による評価の取り決め

１．評価の位置づけ
奈良県公の施設指定管理者運営評価委員会（以下「評価委員会」という。）による評

価は、公の施設の管理運営状況等について、客観的、専門的観点から行う評価で、指定
管理者による自己評価（一次評価）、施設所管課による評価（二次評価）の結果及び業
務改善の状況等を勘案した総合的な評価とする。

２．役割
①指定管理者の管理運営状況に対する評価の実施
②施設所管課による指定管理者への評価に対する評価の実施
③評価結果の県への報告

３．評価方法
次に掲げる書類、現地調査及び施設所管課等へのヒアリング等に基づき、「評価委員

会の評価結果及び指摘・提言」（様式４）を用いて実施する。
①指定管理者が作成した「指定管理評価シート（指定管理者用）」(様式１)
②施設所管課が作成した｢指定管理者導入施設の管理運営等に係る評価調書」(様式２)
③施設所管課による「指定管理評価シート（施設所管課用）」(様式３)
④協定書、業務仕様書、定例会議等資料、実績報告書、決算書類、指定管理者選定審
査会報告書、その他評価委員会が求める書類

ただし、評価対象年度と評価実施年度における指定管理者が異なる場合は、①に掲げ
る書類を省略するものとする。

４．評価項目・基準
次の項目により評価を実施する。なお、評価基準については、様式１、３及び４に記

載のとおりとする。
①施設の運営状況
②収支状況
③業務履行状況
④自主事業提案項目の履行状況
⑤利用者等の評価
⑥モニタリングの状況

５．評価委員会の運営方法
①評価委員会は、奈良県公の施設指定管理者運営評価委員会規則（平成 27 年３月奈
良県規則第 102号）第６条に基づき、関連する施設の種類ごとに部会を設置し、部
会ごとに評価を実施

②部会ごとに実施した評価を基に評価委員会において審議
③評価結果は総合評価としてとりまとめ、委員長名で県へ報告

６．評価結果のフィードバック
評価委員会の評価結果に基づき、施設所管課は、指定管理者に対して業務改善等の指

示を行い、指定管理者が改善に向けた措置を講じた場合は、それを検証し、次回の評価
委員会で報告するものとする。
なお、次期募集要項に反映すべき事案が生じた場合は、施設所管課は遺漏なく対応す

るものとし、対応内容を次回評価委員会で報告するものとする。


